
道路運送法の一部を改正する法律案

平成２８年１０月１７日

不適格事業者の排除により、安全・安心な貸切バスの運行を実現することを目的とする。

法令の名称・関連条項とその内容

想定される代替案

（遵守費用）

（行政費用）

（その他の社会的費用） （１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　　・不適格事業者等の排除が適切に図られないことにより、事故が再発する恐れが生じる
（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　 　・不適格事業者等の排除が適切に図られないことにより、事故が再発する恐れが生じる
（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　　・不適格事業者等の排除が適切に図られないことにより、事故が再発する恐れが生じる
（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　　・不適格事業者等の排除が適切に図られないことにより、事故が再発する恐れが生じる

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　　　・特になし
（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　　　・許可の更新申請の事務に要する費用
（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　　　・特になし
（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　　　・一般貸切旅客自動車運送適正化機関の負担金の納付命令の事務に関する費用

規制の事前評価書（要旨）

政策の名称

評価実施時期

規制の目的、内容及び必要性等

規制の費用

担当部局

代替案の場合

【法律案の名称】
道路運送法の一部を改正する法律案

【関連条項とその内容】
（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
（４）旅客自動車運送適正化事業実施機関（以下「適正化機関」という。）制度の見直し（道路運送法第２章の２）

（１）から（４）について、国による監査や事業改善命令、事業許可の取消し等により不適格事業者の排除を行うこととする。

費用の要素

国土交通省自動車局安全政策課　　　　　　　　　　　　 電話番号：　03-5253-8111　　　　　　　　　　　　　　e-mail：　ansei_ria@ml.mlit.go.jp

国土交通省自動車局旅客課　 　　　　　　　　　　　　　　電話番号：　03-5253-8111　　　　　　　　　　　　　　e-mail：  hqt-ryokakuria@mlit.go.jp

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　　　・特になし
（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　　　・特になし
（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　　　・特になし
（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　　　・特になし

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　　　・特になし
（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　　　・許可の更新申請に要する費用
（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　　　・特になし
（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　　　・一般貸切旅客自動車運送適正化機関の負担金に要す

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　　　・監査や事業改善命令に要する費用
（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　  　・監査や事業改善命令に要する費用
（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　　　・監査や事業改善命令に要する費用
（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　　　・監査や事業改善命令に要する費用

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　　　・監査や事業改善命令に要する費用
（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　  　・監査や事業改善命令に要する費用
（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　　　・監査や事業改善命令に要する費用
（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　　　・監査や事業改善命令に要する費用



規制の便益

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　国による監査により、効果的に不適格者を排除することが期待される。（しかし、監査の結果により許可
を取り消そうとしても、処分逃れを目的とした廃業を防ぐことができず、許可を取り消されたとしても短期間
で事業に再参入できてしまうことから、必ずしも上記のような便益は期待されない。）

（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　国による監査等により、効果的に不適格者を排除することが期待される。（しかし、全事業者の安全に事
業を遂行する能力を定期的に確認すること等が担保されないことから、必ずしも上記のような便益は期待
されない。）

（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　国による監査等により、効果的に不適格者を排除することが期待される。（しかし、監査人員等の限界に
より全事業者に対して定期的に監査を行うことはできないため、必ずしも上記のような便益は期待されな
い。）

（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　国による監査等により、効果的に不適格者を排除することが期待される。（しかし、監査人員等の限界に
より全事業者に対して定期的に監査を行うことはできないため、必ずしも上記のような便益は期待されな
い。）

便益の要素

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
①　当該規制案における規制の効率性
　本案については、遵守費用、行政費用はともに発生せず、これらの措置を講じることにより、処分逃れを目的とした廃業等を防ぐことにより、効率的に不適格事業者が排除され、安全・安心な貸切バスの運
行が図られるため、便益が費用を上回っていると考えられる。

②　代替案における規制の効率性
　代替案については、遵守費用及び行政費用として監査や事業改善命令に要する費用が発生するものの、監査により一定数の事業者を確認することで、不適格事業者の排除という便益が一定程度生じる。
一方で、監査の結果により許可を取り消そうとしても、処分逃れを目的とした廃業を防ぐことができず、許可を取り消されたとしても短期間で事業に再参入できてしまうという理由により、不適格事業者等の排
除が適切に図られず、事故が再発する恐れがあるという社会的費用を生じることから、当該規制案の方が代替案よりも優れていると考えられる。

（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
①　当該規制案における規制の効率性
　本案については、遵守費用として許可の更新申請に要する費用が、行政費用として許可の更新申請の事務に関する費用が発生するものの、これらの措置を講じることにより、効率的に不適格事業者が排
除され、安全・安心な貸切バスの運行が図られるため、便益が費用を上回っていると考えられる。

②　代替案における規制の効率性
　代替案については、遵守費用及び行政費用として監査や事業改善命令に要する費用が発生するものの、監査により一定数の事業者を確認することで、不適格事業者の排除という便益が一定程度生じる。
一方で、全事業者の安全に事業を遂行する能力を有するかどうかを確認することができないという理由により、不適格事業者等の排除が適切に図られず、事故が再発する恐れがあるという社会的費用を生
じることから、当該規制案の方が代替案よりも優れていると考えられる。

（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
①　当該規制案における規制の効率性
　本案については、遵守費用、行政費用はともに発生せず、これらの措置を講じることにより、事業者の処分逃れが防止され、効率的に不適格事業者が排除されることにより、安全・安心な貸切バスの運行
が図られるため、便益が費用を上回っていると考えられる。

②　代替案における規制の効率性
　代替案については、遵守費用及び行政費用として監査や事業改善命令に要する費用が発生するものの、監査により一定数の事業者を確認することで、不適格事業者の排除という便益が一定程度生じる。
一方で、監査人員等には限界があり、定期的に全事業者について確認することができないという理由により、不適格事業者等の排除が適切に図られず、事故が再発する恐れがあるという社会的費用を生じ
ることから、当該規制案の方が代替案よりも優れていると考えられる。

（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
①　当該規制案における規制の効率性
　本案については、遵守費用として一般貸切旅客自動車運送適正化機関の負担金に要する費用が、行政費用として一般貸切旅客自動車運送適正化機関の負担金の納付命令の事務に関する費用が発生
するものの、これらの措置を講じることにより、事業者の自浄作用が促進され、また、定期的に全事業者について確認することができるため、効率的に不適格事業者が排除されることにより、安全・安心な貸
切バスの運行が図られるため、便益が費用を上回っていると考えられる。

②　代替案における規制の効率性
　代替案については、遵守費用及び行政費用として監査や事業改善命令に要する費用が発生するものの、監査により一定数の事業者を確認することで、不適格事業者の排除という便益が一定程度生じる。
一方で、監査人員等には限界があり、定期的に全事業者について確認することができないという理由により、不適格事業者等の排除が適切に図られず、事故が再発する恐れがあるという社会的費用を生じ
ることから、当該規制案の方が代替案よりも優れていると考えられる。

（１）欠格要件の見直し（道路運送法第７条、第23条の２）
　事業許可及び運行管理者の資格の欠格期間を２年から５年に延長し、密接な関係にあるグループ
会社等が許可取消を受けた場合や、処分逃れを目的として監査中に廃業届を提出した場合を欠格
事由に追加することにより不適格事業者の再参入を防止し、効果的に不適格事業者を排除すること
が期待される。

（２）許可の更新制の導入（道路運送法第８条）
　５年ごとに事業計画の適切さと事業者の事業遂行能力を確認し、安全コストをまかないながら事業
を遂行する能力がない事業者は退出させることにより、効率的に不適格事業者を排除することが期
待される。

（３）休廃業の事後届出制の見直し（道路運送法第38条）
　事業に係る休廃業を30日前までの事前届出制とすることにより不適格事業者の再参入を防止し、
効果的に不適格事業者を排除することが期待される。

（４）適正化機関制度の見直し（道路運送法第２章の２）
　一般貸切旅客自動車運送事業者からの負担金を徴収制度を創設することにより、一般貸切旅客
自動車運送適正化機関が巡回指導を行うことを後押しし、全事業者に対して定期的に確認すること
で、効果的に不適格事業者を排除することが期待される。

政策評価の結果
（費用と便益の関係の分析等）

代替案の場合



レビューを行う時期又は条件

備考

　附則第７条において、政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも
のとするとされていることから、平成34年度にＲＩＡ事後検証シートにより事後検証を実施する。また、事後検証までの期間を分析対象期間とする。

有識者の見解その他関連事項 ○軽井沢スキーバス事故対策検討委員会「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」（平成28年６月３日）（抄）
Ⅱ．
　（１）貸切バス事業者、運行管理者等の遵守事項の強化
　　　⑤ 安全投資計画・収支見積書の作成
　　　　　・事業者団体による自浄作用の取組や、民間指定機関による適正化事業に対し、金銭的負担を含めた協力
　（２） 法令違反の早期是正、不適格者の排除等
　　　② 許可更新制の導入等による不適格者の排除
　　　　　・安全投資計画・収支見積書により、上記（１）を含め法令遵守の実態をチェックし、事業参入の前後を通じ、不適格者を排除
　　　　　・事業許可の更新制の導入により、チェックの実効性を強化
　　　③ 不適格者の安易な再参入の阻止
　　　　　・事業許可取消時の欠格期間（現行２年）の延長、欠格対象となるグループ会社の範囲の拡大等
　　　　　・事業者の処分逃れの防止（事業廃止の事前届出化等）
　　　　　・運行管理者資格者証返納時・整備管理者解任命令時の欠格期間（現行２年）の延長
　（３）監査等の実効性の向上
　　　③ 民間指定機関による適正化事業の活用
　　　　　・道路運送法に基づき民間機関を新たに指定し、バス協会に加入していない貸切バス事業者に対する巡回指導を実施
　　　　　・バス協会に加入していない貸切バス事業者は、この巡回指導の費用を賄うための負担金を納付
　　　　　・民間指定機関は、業務の実施に当たり、会員事業者に対し同様の事業を行っているバス協会と密接に連携

○観光ビジョン実現プログラム2016
公共交通利用環境の革新
＜関連施策＞
〇安全対策を前提とした貸切バスの利用促進
・外国人観光客の更なる増加に対応するとともに、バス事業者が安全対策に取り組むインセンティブを与えるため、自主的に安全対策に取り組んだ貸切バス事業者に限って、その営業区域を地方ブロック単
位及び営業所所在の隣接県まで拡大する弾力化措置を本年9月まで実施するとしているところであるが、本年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を契機とした再発防止策検討との関係に留意しつ
つ、弾力化措置の恒久化も含め、今後の対応方針を検討する。【改善・強化】
・本年1月に軽井沢スキーバス事故が発生したことを踏まえ、規制緩和後の貸切バス事業者の大幅な増加と監査要員体制、人口減少・高齢化に伴うバス運転者の不足等の構造的な問題を踏まえつつ徹底
的に再発防止策について検討し、結論の得られたものから速やかに実施する。【新規】

○国土交通省重点政策2016
【今後重点的に取り組む政策】
Ⅰ．安全・安心の確保
２．国民の安全・安心の確保
（３）日常生活における安全・安心の確保
　公共交通の安全・安心の確保は、国民の安全・安心な日常生活にとって極めて重要である。保安監査や運輸安全マネジメント制度等を通じて公共交通の安全・安心を確保するとともに、万が一、公共交通
事故が発生した場合には、被害者等の気持ちに寄り添った、必要な支援に万全を期す。軽井沢スキーバス事故のような悲惨な事故を二度と起こさないという決意のもと、貸切バス事業者・運行管理者等の
遵守事項の強化、法令違反の早期是正、不適格者の排除等に向けた総合的な対策を推進し、安全・安心な貸切バスの運行を実現する。排出ガス不正事案や燃費不正事案を踏まえ、型式指定時等におけ
るチェック体制の強化等といった不正防止対策を講じることで、ユーザーの安全・安心を確保する。


